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規則  

甲府市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年１月３０日

甲府市長 樋 口 雄 一

甲府市規則第１号

甲府市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則

甲府市印鑑条例施行規則（昭和５６年１２月規則第６７号）の一部を次のように

改正する。 

第６条各号列記以外の部分に次のただし書を加える。 

  ただし、第１０号に規定する印鑑登録証明書交付申請書（第１０号様式）につ

いては、市長が別に定める様式によることができる。 

 第１０号様式を次のように改める。 

第１０号様式（第６条関係） 

(あて先)　甲　府　市　長 年 月 日

甲府市

□本人

□代理人 ※印鑑登録証が必要

電話番号 － －

※印鑑登録証の提示が必要です。

甲府市

甲府市

通印
鑑
登
録
証
明
書

登録
番号

住所

住所

通

□窓口に来た方と同じ

生年月日   年　    　　月　　  　日

生年月日    　　年　    　　月　　  　日

□窓口に来た方と同じ

□窓口に来た方と同じ

登録
番号

氏名

印鑑登録証明書交付申請書

窓
口
に
来
ら
れ
た
方

住所

氏名

生年月日 年 月 日

使う方とのご関係

印
鑑

受付

氏名

作成 認証 交付 手数料
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 附 則 

１ この規則は、令和７年２月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 -



 甲府市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２号 

   甲府市公印規則の一部を改正する規則 

 甲府市公印規則（昭和４４年８月規則第４９号）の一部を次のように改正する。 

 別表第 1 専用公印の表市印の項中「国民健康保険証」を「国民健康保険資格確認

書」に、「、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証及び国民健康保険被

保険者資格証明書」を「及び国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」に

改める。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行し、令和６年１２月２日から適用する。 

２ この規則の施行の際現に交付されている国民健康保険証及び国民健康保険被保

険者資格証明書に係る公印の使用については、なお従前の例による。 
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甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の

一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１月３０日 

甲府市長 樋 口 雄 一

甲府市規則第３号

甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細

則の一部を改正する規則 

甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

（平成１８年９月規則第６９号）の一部を次のように改正する。 

第１８号様式を次のように改める。 
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第１８号様式（第２１条、第２４条関係） 

 附 則 

１ この規則は、令和７年２月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 
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 甲府市福祉事務所長事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第４号 

   甲府市福祉事務所長事務委任規則の一部を改正する規則 

第１条 甲府市福祉事務所長事務委任規則（昭和４１年１１月規則第４７号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条第１０号中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改め、同

条中第２２号を第２３号とし、第１５号から第２１号までを１号ずつ繰り下げ、

第１４号の次に次の１号を加える。 

  ⒂ 法第５５条の１０第１項の規定による子どもの進路選択支援事業の実施に

関すること。 

  第２条の２中「、第１３号及び第１４号」を「及び第１３号から第１５号ま  

 で」に改める。 

  第２条の３第６号中「利用勧奨等」を「生活困窮者の状況の把握等」に改め、

同条第１１号中「掲示」を「提示」に改める。 

  第５条中「知的障害者福祉法（」の次に「昭和３５年法律第３７号。」を加え

る。 

  第５条の２の見出し中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法

律」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改  

 め、同条中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律（」を「障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（」に改め、同条第

３５号中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令」を  

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改  

 め、同条第４１号中「取り消し」を「取消し」に改め、同条第５０号中「第３  

 項」を「第５項」に改め、同条第５７号中「障害者の日常生活及び社会生活を総
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合的に支援する法律施行規則」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律施行規則」に改め、同条第６６号中「係る」の次に「変更の」

を加える。 

第２条 甲府市福祉事務所長事務委任規則の一部を次のように改正する。 

  第２条第２３号中「第８１条の３」を「第８１条の４」に改め、同号を同条第

２４号とし、同条第２２号を同条第２３号とし、同条第１６号から同条第２１号

までを１号ずつ繰り下げ、同条第１５号中「子どもの進路選択支援事業」を「子

どもの進路選択支援事業等」に改め、同号を同条第１６号とし、同条第１４号を

同条第１５号とし、同条第６号から同条第１３号までを１号ずつ繰り下げ、同条

第５号の次に次の１号を加える。 

⑹ 法第２７条の３の規定による調整会議に関すること。

  第２条の３第３号中「生活困窮者家計改善支援事業」の次に「並びに生活困窮

者居住支援事業」を加え、同条第４号を削り、同条第５号中「第７条第２項第２

号」を「第７条第２項」に改め、同号を同条第４号とし、同条第６号を同条第５

号とし、同条第７号から同条第１１号までを１号ずつ繰り上げ、同条第１２号中

「生活困窮者一時生活支援事業」を「生活困窮者居住支援事業」に改め、同号を

同条第１１号とする。 

 附 則 

１ この規則中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和７年４月１日か

ら施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の第２条第１０号の規定は、令和６年４月２４日か

ら適用する。 
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告示 
                             

甲府市告示第１号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  令和７年１月６日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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甲府市告示第２号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和７年１月９日までに、引き取る旨の連絡を次の連

絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和７年１月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市住吉二丁目地内 

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：甲斐犬風  

４ 性別：メス 

５ 毛の色：黒白茶 

６ その他の特徴：成犬、首輪あり（チェーン）、マイクロチップあり 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課  

      電話０５５－２３７－２５５０  
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甲府市告示第３号

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定に基づく指定居宅

介護支援事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第８５条の規定により

公示する。 

令和７年１月７日 

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 介護保険事業所番号 １９７０１０５９０２ 

２ 事業所の名称 アルファケアダイナ在宅介護支援センター

３ 事業所の所在地 甲府市武田三丁目２番１８号

４ 当該事業所の申請者 甲府市南口町２番７号

株式会社アルファケア

代表取締役 寺 田  潤 

５ サービスの種類 居宅介護支援

６ 廃止年月日 令和６年１２月３１日
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甲府市告示第４号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和７年１月８日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）市民発第２３１５４号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部税務管理室収納推進課滞納整理係  

 

 

- 13 -



甲府市告示第５号 

 

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８５条の２第１項の規定による山梨

県営土地改良事業（中道南地区）の施行申請にあたり、同条第２項の規定により公

告し、当該土地改良事業の計画概要を縦覧に供する。 

 

  令和７年１月８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 縦覧書類 

   土地改良事業計画概要書 

２ 公告縦覧期間 

   令和７年１月８日から令和７年１月１６日まで 

３ 公告縦覧場所 

   甲府市丸の内一丁目１８番１号  

甲府市産業部農林振興室農政課  

    

 

 

- 14 -



甲府市告示第６号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和７年１月１４日までに、引き取る旨の連絡を次の

連絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和７年１月８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市下帯那町地内 

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：柴犬風  

４ 性別：オス 

５ 毛の色：茶 

６ その他の特徴：成犬、首輪あり（赤色、ハート柄） 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課  

      電話０５５－２３７－２５５０  
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甲府市告示第７号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加申込

書及び企画提案書を招請する。 

 

令和７年１月９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一    

 

１ 業務概要 

（１）業務名 

甲府市電気自動車用充電設備更新等を行う業者選定 

（２）運用開始時期 

   ＥＶ充電器は令和８年３月３１日までに運用を開始することとし、本市と事

業者との協議により決定する。 

（３）業務内容 

甲府市電気自動車用充電設備更新等を行う業者選定要求水準書（以下「要求

水準書」という。）のとおり。 

２ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている

単独事業者又は共同事業体（以下「共同体」という。）とする。 

（１）公共施設において、今回の業務と同等またはそれ以上の業務を行った実績を

有すること。 

（２）日本国内に本社又は事業所を有している民間事業者であること。 

（３）国税及び地方税に滞納がない者であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないものであること。 

（６）告示日以降に、国及び地方公共団体から指名停止措置を受けていない者であ

ること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申し立

て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続き開始

の申立てがなされている者でないこと。 

（８）共同体に関する参加資格 

  ア 構成員すべてが上記（１）～（７）の要件を満たしている者とする。 

  イ 共同体で参加する場合の構成要件は次のとおりとする。 

   （ア）本プロポーザルにおいて、１事業者は同時に２つ以上の共同体構成員

になることはできない。 

（イ）共同体の構成員は、単独で本プロポーザルに参加することはできな  
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い。 

（ウ）この業務の契約に基づく行為は、共同体の代表者を相手方とする。 

※契約締結後、上記（１）～（８）の条件を満たしていないと判断された場合は、

契約の解除を行う場合がある。 

３ 手続き等 

（１）関係資料の入手方法 

甲府市電気自動車用充電設備更新等を行う業者選定公募型プロポーザル実

施要領（以下「実施要領」という。）等を甲府市のホームページにて公表する

ので、適宜ダウンロードすること。 

（２）提出方法等 

参加申込書の提出方法、提出期限及び提出先等については、実施要領等を参

照すること。 

４ 連絡先 

〒４００－０８３１ 甲府市上町６０１番地４ 

甲府市環境部環境総室環境政策課    

電 話：０５５－２４１－４３６３ 

ＦＡＸ：０５５－２４１－６１９０ 

電子メール：kanseisaku@city.kofu.lg.jp 
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甲府市告示第８号  

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加表明書

及び企画提案書の提出を招請する。 

 

令和７年１月１０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

県央ネットやまなし合同企業説明会業務委託 

２ 業務概要 

本業務は、求職者（一般求職者、令和８年度卒業見込の学生、令和７年度卒業見

込の学生、外国人及び留学生等）を対象に、「県央ネットやまなし」として圏域を

形成した自治体連携による合同企業説明会を開催することで、中小企業をはじめと

する多くの圏域企業と求職者とのマッチングの機会を設けることにより地元企業の

魅力を知ってもらい、地元就職やＵターン就職等の雇用の促進と地域産業の活性化

を図ることを目的とした業務である。 

３ 履行期限 

契約締結日から令和７年１２月２６日(金)までとする。 

４ 参加資格要件 

このプロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものと

する。 

⑴ 過去に本業務と類似した合同企業説明会の開催に係る実績を複数回有して

いること。 

⑵ 本業務を受託した場合、甲府市（以下「市」）との打合せ等に迅速に対応で

きる体制を整えられること。 

⑶ 市区町村税の滞納がない者であること。 

⑷ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していない者であること。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」）または法人であってそ

の役員が暴力団員でないこと。 

⑹ 告示日以降に、国及び地方公共団体から指名停止措置を受けていないこと。 

⑺ 告示の日以前６か月以内に手形または小切手の不渡りを出した者でないこ

と。また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２

年を経過していること。 

⑻ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）または民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づき、更生手続き開始または民事再生手続き開始の申立て

がなされている者でないこと。 

５ 手続等 
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⑴ 県央ネットやまなし合同企業説明会業務公募型プロポーザル実施要項（以下

「実施要項」）、仕様書、県央ネットやまなし合同企業説明会業務企画提案書

等作成要領・様式集（以下「作成要領」）を甲府市ホームページにて公表する

ので、適宜ダウンロードすること。

⑵ 企画提案書等の提出方法、提出期間及び提出先については実施要項を、企画

提案書の作成については作成要領を参照すること。

６ 連絡先 

甲府市産業部産業総室雇用創生課

〒４００－８５８５

山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎８階）

ＴＥＬ０５５－２３７－５７３６（直通）

メールアドレス sangros@city.kofu.lg.jp
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                            甲府市告示第９号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条第１項の規定により、次のと

おり公聴会を開催する。なお、公聴会に出席して意見を述べようとするものは、縦

覧期間中に原案の確認を行い、書面により意見書を提出しなければならない。  

 

  令和７年１月１０日 

                 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 都市計画の種類  甲府都市計画下水道及び笛吹川都市計画下水道の変更原                     

            案 

２ 開催日時及び会場  令和７年２月７日（金）午後７時 

            本庁舎９階会議室 

３ 縦 覧 会 場  甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号   甲府市役所本庁舎７階 

４ 縦 覧 期 間  令和７年１月１４日（火）から 

令和７年１月２８日（火）まで 

            ただし縦覧会場の開所時間は、土・日曜日を除く  

午前８時３０分から午後５時１５分までとする。  

５ 意見書の提出先  甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

６ 意見書の提出方法  直接持参、郵送など 

７ 意見書の提出期限  令和７年１月２８日（火） 午後５時１５分 

８ 都市計画案の概要  原案の概要については省略し、甲府市まちづくり部まち

開発室都市計画課において縦覧に供する。 

９ その他必要な事項    意見書が提出されない場合は、公聴会の開催を中止する。 
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                           甲府市告示第１０号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和７年１月１０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）福発第４９２２号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉部福祉支援室健康保険課 
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甲府市告示第１１号  

 

甲府市コミュニティバス車両広告募集要項に基づき次のとおり広告主を募集する。  

 

令和７年１月１４日 

 

                  甲府市長 樋 口 雄 一     

 

１ 広告媒体の名称 

 （１）宮本・能泉地区買物・通院等送迎用コミュニティバス車両広告 

 （２）上九一色・中道地区コミュニティバス車両広告 

２ 広告掲載期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

３ 募集期間 

  令和７年１月３１日から令和７年２月１４日まで 

４ 広告掲載条件 

  甲府市ホームページ掲載の「甲府市広告掲載要綱」、「甲府市広告掲載基準」、「甲

府市コミュニティバス車両広告募集要項」、「甲府市コミュニティバス車両広告掲

載要領」参照 

５ 申込方法及び提出先 

  甲府市ホームページ掲載の「甲府市コミュニティバス車両広告募集要項」参照 

６ 決定方法及び決定後の手続き 

  甲府市ホームページ掲載の「甲府市コミュニティバス車両広告募集要項」参照 

７ お問い合わせ先 

甲府市企画部リニア交通室交通政策課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎６階 

電話：０５５－２３７－５１０９ 

e-mail：koutuss@city.kofu.lg.jp 

- 22 -

mailto:koutuss@city.kofu.lg.jp


甲府市告示第１２号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和７年１月１５日 

 

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市上町字天屋１２９番３、１３２番２及び１３２番５ 

   以上３筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲州市塩山上於曽１８０番地２ 

   渋 江 敏 朗 
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甲府市告示第１３号 

 

公募型指名競争入札実施要綱（平成１７年４月１日総第１号）第５の規定により、

次の１件の公募型指名競争入札を執行する。 

 

令和７年１月１５日 

 

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号  （環）第２０号 

（２）業 務 名    甲府市指定ごみ袋の作製、保管及び配送等業務委託（西・

南ブロック）     

（３）履行期間   契約締結日から令和８年３月３１日まで 

（４）履行場所    甲府市内（西・南ブロック） 

（５）業務内容    仕様書による 

（６）予定価格  公表しない 

（７）最低制限価格 設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店がある者であること。 

（２）仕様書の定める指定ごみ袋及びごみ処理券を確実に作製、又は調達すると

ともに、自ら保管して甲府市登録販売店からの発注に応じて配送できる者

であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しない者であること。 

（４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人

であってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」に基づく指名停止等を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２

年を経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の

申立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受け

た後、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

３ 入札参加申請書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
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（１）配付期間  令和７年１月１５日（水）～令和７年１月２７日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所  甲府市環境部環境総室総務課 

甲府市上町６０１番地４ 甲府市環境センター管理棟１階 

電話０５５－２４１－４３１１ 

（３）配付方法  直接配付とし、郵送又は伝送は行わない。 

ただし、甲府市ホームページ（事業者向け情報 入札・契約

／入札情報（その他・公募型））から情報を入手する場合は、

この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び受付場所 

ア 期間   令和７年１月１５日（水）～令和７年１月２７日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所   甲府市環境部環境総室総務課 

甲府市上町６０１番地４ 甲府市環境センター管理棟１階 

電話０５５－２４１－４３１１ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日  時  令和７年２月２８日（金） 午前１０時００分 

（２）場  所  甲府市環境センター管理棟１階 会議室１ 

甲府市上町６０１番地４ 

          ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／  

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た金額の１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚

偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効

とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の

範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の

間に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ

同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履

- 25 -



行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場

合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１４号 

 

公募型指名競争入札実施要綱（平成１７年４月１日総第１号）第５の規定により、

次の１件の公募型指名競争入札を執行する。 

 

令和７年１月１５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号  （環）第２１号 

（２）業 務 名    甲府市指定ごみ袋の作製、保管及び配送等業務委託（東・

北・中央ブロック） 

（３）履行期間    契約締結日から令和８年３月３１日まで 

（４）履行場所    甲府市内（東・北・中央ブロック） 

（５）業務内容    仕様書による 

（６）予定価格  公表しない 

（７）最低制限価格 設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店がある者であること。 

（２）仕様書の定める指定ごみ袋及びごみ処理券を確実に作製、又は調達すると

ともに、自ら保管して甲府市登録販売店からの発注に応じて配送できる者

であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しない者であること。 

（４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

  第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人

であってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」に基づく指名停止等を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２

年を経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の

申立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受け

た後、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

３ 入札参加申請書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
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（１）配付期間  令和７年１月１５日（水）～令和７年１月２７日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所  甲府市環境部環境総室総務課 

甲府市上町６０１番地４ 甲府市環境センター管理棟１階 

電話０５５－２４１－４３１１ 

（３）配付方法  直接配付とし、郵送又は伝送は行わない。 

ただし、甲府市ホームページ（事業者向け情報 入札・契約／

入札情報（その他・公募型））から情報を入手する場合は、こ

の限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び受付場所 

ア 期間   令和７年１月１５日（水）～令和７年１月２７日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所   甲府市環境部環境総室総務課 

甲府市上町６０１番地４ 甲府市環境センター管理棟１階 

電話０５５－２４１－４３１１ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日  時  令和７年２月２８日（金） 午前１０時３０分 

（２）場  所  甲府市環境センター管理棟１階 会議室１ 

甲府市上町６０１番地４ 

          ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／  

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た金額の１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚

偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効

とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の

範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の

間に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ

同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履
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行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場

合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１５号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和７年１月１７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 市民発第２３５０５号 

             充当通知書 市民発第２３５０６号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部税務管理室収納推進課滞納整理係  
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                           甲府市告示第１６号  

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準用す

る同法第６２条第１項の規定による都市計画事業認可の図書の写しの送付を受けた

ので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２項の規定によ

り、次のとおり公衆の縦覧に供する。  

 

  令和７年１月２０日 

                 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 施行者の名称         山梨県 

２ 都市計画事業の種類及び名称  甲府都市計画道路事業 ３・３・１号和戸町

竜王線 

３ 事業計画 

 （１）事業地 

   ア 収用の部分       山梨県甲府市中央一丁目及び相生二丁目地内 

   イ 使用の部分       なし 

 （２）設計の概要 

   起  点          山梨県甲府市相生二丁目３２番地地先 

   終  点          山梨県甲府市相生二丁目４２６番地２地先 

   延  長          ２２０ｍ 

   幅  員          ２０～２５ｍ 

   車線の数          ４車線（交差点部５車線） 

 （３）事業施行期間       自 認可告示日 

                 至 令和１３年３月３１日 

４ 縦覧場所           甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課  
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甲府市告示第１７号

甲府農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律

（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１２条第１項

の規定により公告し、同条第２項の規定により当該農業振興地域整備計画書を次に

より縦覧に供する。 

  令和７年１月２０日 

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 縦覧場所 

甲府市丸の内一丁目１８番１号

甲府市産業部農林振興室農政課
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甲府市告示第１８号

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

令和７年１月２１日 

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 書類名 配当計算書 福発第５５７３号 

充当通知書 福発第５５７３号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所  甲府市福祉部福祉支援室健康保険課
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甲府市告示第１９号

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

令和７年１月２１日 

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 書類名 配当計算書 福発第５４７８号 

充当通知書 福発第５４７８号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所  甲府市福祉部福祉支援室健康保険課
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                           甲府市告示第２０号 

 

令和７年１月２９日午後１時、次の付議すべき事件について甲府市議会臨時会を 

甲府市丸の内一丁目１８番１号甲府市議会議場に招集する。 

 

  令和７年１月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

付議事件 

 令和６年度甲府市一般会計補正予算（第９号） 
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甲府市告示第２１号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和７年１月２８日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和７年１月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市大和町地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：キジトラ 

６ その他の特徴：約６か月齢、首輪なし、右耳に桜カット有 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

      電話：０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第２２号

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

令和７年１月２３日 

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 書類名  差押調書（謄本）市民発第２３４６０号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所  甲府市市民部税務管理室収納推進課滞納整理係
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甲府市告示第２３号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和７年１月２８日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和７年１月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市飯田五丁目地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：キジトラ 

６ その他の特徴：成猫、首輪なし、右耳に桜カットあり 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

  電話：０５５－２３７－２５５０ 
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                           甲府市告示第２４号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和７年１月２４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）福発第５５７０号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉部福祉支援室健康保険課 
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甲府市告示第２５号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和７年１月２４日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）市民発第２３５２６号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部税務管理室収納推進課滞納整理係  
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                           甲府市告示第２６号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和７年１月２７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市里吉二丁目５４９番２から５４９番１１まで及び５８８番１から  

５８８番１３まで 

   以上２３筆及び道・水 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路、広場、ごみ集積所及び下水道  

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市善光寺一丁目６番６号 

   国土開発興業株式会社 

   代表取締役 水 谷 忠 士 
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                           甲府市告示第２７号  

 

次の介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例施行規則

（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により無効である旨を告示する。 

 

令和７年１月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号及び住所並びに氏名     別紙のとおり 
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                           甲府市告示第２８号 

 

 甲府農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律

（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する第１１条第１項の規

定により公告し、変更理由を付した当該農業振興地域整備計画の案を次により縦覧

に供する。 

 

  令和７年１月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

１ 甲府農業振興地域整備計画案の縦覧 

（１）縦覧場所 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市産業部農林振興室農政課 

（２）縦覧期間 

自 令和７年１月３０日 

至 令和７年２月２８日 

２ 意見書の提出 

  甲府市の区域内に住所を有する者（市内に事務所を有する法人も含む。）は、

当該農業振興地域整備計画の案について、令和７年２月２８日までに、市に対

して文書で意見を提出することができる。 

  なお、提出された意見書については、要旨を取りまとめ、その処理結果を同法

第１２条第１項の規定に基づく当該農業振興地域整備計画書の公告時に合わせて

公告する。 

（１）意見書の提出先 

   縦覧場所と同じ 

３ 異議の申し出 

  当該農業振興地域整備計画の案のうち、農用地利用計画に係る農用地区域内に

ある土地の所有者その他その土地に関し法律上保護される権利を有する者は、

当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、令和７年２月２８日の翌

日から起算して１５日以内である令和７年３月１７日までに、市に対して文書

でこれを申し出ることができる。 

（１）異議申出先 

縦覧場所と同じ 
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甲府市告示第２９号

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次のと

おり生活保護法等指定医療機関廃止届書を受理したので、同法第５５条の３の規定

により公示する。 

令和７年１月２９日 

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関廃止届書 

２ 医療機関番号、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代表者、廃止年 

月日 

別紙のとおり 
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甲府市告示第３０号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、令和７年１月市議会臨時会において

議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

 

令和７年１月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

令和６年度甲府市一般会計補正予算（第９号） 

 

 

 

 

     令和７年１月２９日 原案可決 
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                          甲府市告示第３１号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、甲府市余裕期間制度の試行に係る事務処理要領の適用を受け

るものである。 

 

令和７年１月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１８７号 

工事名 押手沢小規模治山工事（余フ） 

工事場所 甲府市草鹿沢町 地内 

工事概要 

１ 工事内容 

谷止工    Ｎ＝１基 

袖かくし工  １式 

緑化工    １式 

付帯工    １式 

仮設工    １式 

２ 工期 令和７年１０月６日まで 

３ 

適用される 

余裕期間制 

度の方式の 

別及び工事 

開始日 

方式：フレックス方式 

 

工事開始日：令和７年２月２７日から令和７年４ 

月２８日までの間で受注者が選択する日 

４ 
予定価格 

（税込み） 
１７，４９０，０００円 

５ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

６ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 

８００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２１年４月１日以降 
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に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和７年１月３０日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年２月１０日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１月３０日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年２月１０日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年２月１７日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１月３０日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年２月１８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１月３０日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年２月１８日 

10 入札及び開札日時 
令和７年２月２６日 

午前９時００分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
契約時  

（落札者のみ） 
工事開始日設定通知書 

４ 
工事開始日  

（落札者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年２月２０日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年２月２１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 
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入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３２号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、甲府市余裕期間制度の試行に係る事務処理要領の適用を受け

るものである。 

 

令和７年１月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （とび）１９０号 

工事名 橋梁補修工事（Ｒ６－６）（余指） 

工事場所 甲府市心経寺町 地内 

工事概要 

１ 工事内容 

橋梁補修工    １式 

 防護柵設置工  Ｌ＝８５．０ｍ 

 橋面防水工   Ａ＝３２０㎡ 

２ 工期 令和７年５月３０日まで 

３ 

適用される 

余裕期間制 

度の方式の 

別及び工事 

開始日 

方式：発注者指定方式 

工事開始日：令和７年３月１３日 

４ 
予定価格 

（税込み） 
２７，４５６，０００円 

５ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

６ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

とび 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）７００点以上 

３ 同種工事施工実績 

防護柵等の設置工事又は防護柵等の 

設置工事を含む橋梁工事等若しくは 

道路工事等。 

元請として平成２１年４月１日以降 
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に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 

※同種工事の施工実績が確認できる 

書面（契約書等の写し）を添付する 

こと。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和７年１月３０日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年２月１０日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１月３０日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年２月１０日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年２月１７日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１月３０日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年２月１８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１月３０日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年２月１８日 

10 入札及び開札日時 
令和７年２月２６日 

午前９時２０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
工事開始日  

（落札者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年２月２０日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年２月２１日 
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入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市告示第３３号

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

  令和７年１月３０日 

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市下小河原町字土尻５番１、５番３、６番、６番２及び２４番１

以上５筆

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 水路及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

甲府市中央四丁目２番２６号

大 澤 良 一 

- 52 -



甲府市告示第３４号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和７年１月３０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市大里町字東耕地２３０９番１２ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市大里町２３１８番地 

   㓛刀貸店舗１０２号 

   廣 瀬  勤 
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甲府市告示第３５号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和７年１月３０日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）市民発第２３５９１号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部税務管理室収納推進課滞納整理係  
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甲府市告示第３６号

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

  令和７年１月３０日 

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 書類名 配当計算書 市民発第２３６３８号 

充当通知書 市民発第２３６３９号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所  甲府市市民部税務管理室収納推進課滞納整理係
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                           甲府市告示第３７号  

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により、都市計

画を変更するので、同条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。  

 なお、当該都市計画の変更案について、縦覧期間満了の日までに甲府市に意見書

を提出することができる。 

 

  令和７年１月３１日 

                 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 都市計画の種類  甲府都市計画道路（上阿原町寿町線）の変更  

２ 都市計画の変更に  縦覧に供する図書に明示する部分  

  係る土地の区域   

３ 縦 覧 場 所  甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号甲府市役所本庁舎７階 

４ 縦 覧 期 間  令和７年１月３１日から 

令和７年２月１４日まで 

            ただし縦覧場所の開所時間は、土・日・祝日を除く

午前８時３０分から午後５時１５分までとする。  

５ 意見書の提出先  甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

６ 意見書の提出方法  直接持参、郵送など 

７ 意見書の提出期限  令和７年２月１４日 午後５時１５分 

８ 都市計画案の概要  案の概要については省略し、甲府市まちづくり部まち開

発室都市計画課において縦覧に供する。  
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                  甲府市告示第３８号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和７年１月３１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

ＡＮＡあきんど株式会社 

  東京都中央区日本橋２丁目１４番１号 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和７年２月１日から令和７年３月３１日まで 
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農業委員会 
 

甲府市農業委員会告示第１号 

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づく甲府市農業委員会１月

定例総会を、甲府市農業委員会総会会議規則第２条の規定により、令和７年１月  

３０日午後３時３０分にベルクラシック甲府において開催し、付議すべき事項につ

いて審議することを公告する。 

 

  令和７年１月２３日 

                 甲府市農業委員会会長 柿 嶋   敦 

 

付議すべき事項 

 １ 農地法に基づく申請・届出等について  

 ２ 令和７年２月告示分農用地利用集積計画の承認について 

３ 令和７年度農作業臨時雇賃金等標準額について 
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上下水道局 
                        

甲府市上下水道局告示第１号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

 

令和７年１月１６日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （機械）１３００６５号 

工事名 甲府市浄化センターＮｏ．５返送汚泥ポンプ更新工事 

工事場所 甲府市大津町１６４５番地（甲府市浄化センター） 

工事概要 

１ 工事内容 
Ｎｏ．５返送汚泥ポンプ更新      １台 

（８．０㎥／ｍｉｎ×５．６ｍ×３０ｋＷ） 

２ 工期 令和７年１１月１０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１８，８７６，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
非適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 指定なし 

２ 競争入札参加資格 

機械 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６００点以上 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 

９００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２１年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1 入札説明書等配付開始日 令和７年１月１６日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年１月２７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１月１６日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１月２７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１月３１日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１月１６日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年２月３日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１月１６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年２月３日 

10 入札及び開札日時 
令和７年２月１２日 

午前１０時００分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年２月６日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年２月７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 前金払 請求できる。 
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中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課

〒４００－８５８５

甲府市丸の内一丁目１８番１号

電話０５５－２３７－５１２４
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甲府市上下水道局告示第２号 

 

公共下水道の供用を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条

の規定に基づき、次のとおり公告する。 

なお、その関係図面は、甲府市上下水道局工務部工務総室計画課に備え置いて縦

覧に供する。 

 

令和７年１月１６日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

１ 供用（下水の処理）を開始する年月日 

  令和７年２月１日 

２ 供用（下水の処理）を開始する区域 

町名 地番 

古府中町 

 

 

下積翠寺町         

 

３６４１－１、３６４２－１、３５６７、 

３５４５、３５５５－１、３５５５－２、 

３５５６、３５５７ 

４５４、４４３－２、４４０、４８６－１、

４８６－２ 

３ 供用を開始する排水施設の位置 

甲府市上下水道局工務部工務総室計画課に備え置く図面のとおり 

４ 供用を開始する排水施設の分流式又は合流式の別 

  分流式 

５ 縦覧期間 

  令和７年１月１７日から令和７年１月３０日までの土日を除く 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 
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甲府市上下水道局告示第３号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者の指定をしたので、甲府市上下水道局指定給水装置工事事業者

規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第１号の規定により告示する。 

 

  令和７年１月２９日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

 指 定 番 号   第４８６号 

   指定業者名   株式会社昂翔 

   所 在 地   北杜市高根町村山東割２０９７－５  

   代 表 者   牛田 佑樹 
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甲府市上下水道局告示第４号 

 

甲府市下水道条例（昭和３７年７月条例第３３号）第６条にかかわる甲府市下水

道工事指定店として、工事施工業者を指定したので、甲府市下水道工事指定店規程

（平成１９年４月規程第３０号）第１１条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  令和７年１月２９日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

 指定年月日   令和７年１月２９日 

 指 定 番 号   第２５８号 

 指 定 店 名   株式会社昂翔 

 所 在 地   北杜市高根町村山東割２０９７番地５  

 代表者氏名   牛田 佑樹 
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                      甲府市上下水道局告示第５号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

 

令和７年１月３０日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１３００６７号 

工事名 下水道管布設工事（Ｒ６Ｃ－４） 

工事場所 甲府市羽黒町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

リブ付硬質塩化ビニル管布設工（φ２００ｍｍ） 

              Ｌ＝４．０ｍ 

硬質塩化ビニル管布設工（φ２００ｍｍ） 

              Ｌ＝１０２．８ｍ 

人孔設置工（０号）     １箇所 

人孔設置工（小型）     ２箇所 

点検口設置工（φ２００）  １４箇所 

付帯工           １式 

２ 工期 令和７年８月６日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１４，２３４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

下水道管布設工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

７００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２１年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 
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合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1 入札説明書等配付開始日 令和７年１月３０日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年２月１０日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１月３０日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年２月１０日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年２月１７日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１月３０日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年２月１８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１月３０日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年２月１８日 

10 入札及び開札日時 
令和７年２月２６日 

午前９時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年２月２０日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年２月２１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 
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支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第６号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

 

令和７年１月３０日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （舗装）１３００７０号 

工事名 舗装復旧工事（公共Ｒ６－１） 

工事場所 甲府市幸町地内ほか 

工事概要 

１ 工事内容 

表層工（再生密粒度ＡＳＣ ｔ＝５ｃｍ） 

               Ａ＝３２７㎡ 

上層路盤工 

（再生瀝青安定処理路盤材 ｔ＝１０ｃｍ） 

               Ａ＝３２７㎡ 

不陸整正工          Ａ＝３２７㎡ 

区画線工           １式 

２ 工期 令和７年６月９日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１０，５７１，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）７００点以上 

３ 同種工事施工実績 

舗装工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

５００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２１年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 
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実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1 入札説明書等配付開始日 令和７年１月３０日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年２月１０日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１月３０日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年２月１０日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年２月１７日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１月３０日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年２月１８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１月３０日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年２月１８日 

10 入札及び開札日時 
令和７年２月２６日 

午前９時３０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年２月２０日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年２月２１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 
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低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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任免辞令 

（市長事務部局） 

水 谷 伶 弥 

技術職員に採用する 

土木職を命ずる 

まちづくり部まち開発室区画整理課技師を命ずる 

谷 戸 薫 

技術職員に採用する 

看護師を命ずる 

市立甲府病院看護部技師を命ずる 

山 口 陽 人 

技術職員に採用する 

看護師を命ずる 

市立甲府病院看護部技師を命ずる 

以  上  発 令 日  令和 ７年 １月 １日 
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